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国際比較にみる 日本の労働生産性水準

◆12月20日に出た調査結果

「労働生産性の国際比較2017年版」（公益財団法
人 日本生産性本部）が昨年12月20日に出されまし
た。

政府が生産性向上に向けた各種の施策を展開して
いる中で、日本の労働生産性が国際的にみてどのあ
たりに位置しているのかを、調査結果で明らかにし
ています。

◆そもそも「労働生産性」とは？

労働生産性とは、「労働者１人当たりで生み出す
成果、あるいは労働者が1時間で生み出す成果を指標
化したもの」です。

労働生産性は、「付加価値額または生産量÷労働
投入量（労働者数または労働者数×労働時間）」で
表され、労働者の能力向上や経営効率の改善などに
よって、労働生産性は向上します。

◆日本の時間当たり労働生産性は20位

2016年の日本の時間当たり労働生産性は46ドル
（4,694円／購買力平価換算）。順位はOECD（経済
協力開発機構）加盟35カ国中、昨年と同様の20位と
なりました。

上位は、1位アイルランド（95.8ドル）、2位ルク
センブルク（95.4ドル）、3位ノルウェー（78.7ド
ル）と続いています。OECDの平均は51.9ドルです。

日本の労働生産性は、6位の米国（69.6ドル）の3
分の2程度の水準で、主要先進7カ国（フランス、米
国、ドイツ、イタリア、カナダ、英国、日本）でみ
ると、最下位の状況が続いています。

◆日本の1人当たり労働生産性は21位

2016年の日本の就業者1人当たりでみた日本の労
働生産性は、81,777ドル（834万円／購買力平価換
算）。順位は、OECD加盟35カ国中21位となりまし
た。

上位は、1位アイルランド（168,724ドル）、2位
ルクセンブルク（144,273ドル）、3位米国

◆別の調査結果では10時間未満が約8割

また、エン・ジャパン株式会社が20～40代の正社員

5,584名に対して昨年４月に行った調査の結果によれば、
副業時間は週当たり「1時間未満」12％、「1～3時間未
満」23％、「3～5時間未満」21％、「5～10時間未満」
23％でした。

◆副業の形態はアルバイト、収入は月1～5万円が多い

同調査結果によれば、副業で行ったのは「アルバイ

ト（接客・販売・サービス系）」が61％いる一方、イ
ンターネットを活用したものもあり、「ネットオーク
ション・フリマサイト」が14％、「アフィリエイト」
と「クラウドソーシング」が各7％でした。

また、月の収入は「1～3万円」「3～5万円」が各
24％で約半数を占めますが、「10～20万円」も19％い
ます。

◆副業・兼業できない会社には人が集まらない？

前出の経済産業省の委託調査では、回答者の約3分の

2が「副業を認めない会社（経営者）に魅力を感じな
い」としています。

今後は、優秀な人材を呼び込む観点からも、副業・
兼業に対する柔軟な姿勢が求められるのかもしれませ
ん。

2月の税務と労務の手続［提出先・納付先］

１６日
○源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の納付
※ただし6ヵ月ごとの納付の特例を受けている場合には
29年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採
用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

○労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一
括有期事業を開始している場合＞[労働基準監督署]

２８日
○じん肺健康管理実施状況報告の提出
［労働基準監督署］
○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］
○健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］
○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書
の提出［公共職業安定所］

○外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない
場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞

［公共職業安定所］
○固定資産税・都市計画税の納付＜第４期＞［郵便局
または銀行］
※都・市町村によっては異なる月の場合がある

（122,986ドル）となっています。OECDの平均は
92,753ドルです。

日本の労働生産性は、就業1時間当たりと同様、就
業者1人当たりでみても、主要先進7カ国で最も低い水
準となっています。

◆日本の製造業の労働生産性は？

日本の製造業の労働生産性（就業者1人当たり）は

95,063ドル（1,066万円／為替レート換算）。日本の
順位は14位で、米国（139,686ドル）の7割程度の水準
となっています。

調査結果にみる
「副業」に関する時間と収入の実態

◆「副業・兼業容認」が今後広がる？

昨年12月25日に、厚生労働省の「柔軟な働き方に関
する検討会」が公表した報告書で、労働者が主体的に
自らの働き方を考え、選択できるようにするために、
同省が示すモデル就業規則を改定して、「労務提供上
の支障や企業秘密の漏洩が生じる場合等以外は副業・
兼業を認める内容に改めること」等が必要とされまし
た。

また、副業の希望者数は1992年と2012年で比較する
と、100万人以上増えています（10月3日同検討会資
料）。

こうした動きを受け、企業は、自社の副業・兼業の
取扱いを考える必要がありそうです。

◆副業・兼業に充てる時間はどれくらい？

従業員が副業・兼業を行う場合の懸念事項の1つに、
長時間労働となり業務がおろそかになることが挙げら
れます。

経済産業省の委託調査の結果では、「労働時間が長
くなり本業に専念できない」と回答した人の割合は
6％程度でした。具体的な時間数は、回答した2,000人
の約半数が「週平均1～9時間」としています。


